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information

税税
のの
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

3
月
の
納
税
等

介
護
保
険
料
／
第
６
期

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
／
第
６
期

保
　
育
　
料
／
3
月
分

納
　
期
　
限
／
3
月
31
日（
金
）

　

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

令
和
５
年
度
か
ら
村
税
の
納

付
方
法
が
拡
大
さ
れ
ま
す

令
和
５
年
４
月
１
日
以
降
に
発
行
さ

れ
た
納
付
書
に
印
刷
さ
れ
る「
ｅ
Ｌ

－

Ｑ

Ｒ（
二
次
元
コ
ー
ド
）」を
活
用
し
た
電
子

納
付
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
電
子

納
付
は
ス
マ
ホ
決
済
の
ほ
か
、
地
方
税
共

同
機
構
が
提
供
す
る「
地
方
税
お
支
払
い

サ
イ
ト
」を
利
用
し
て
、
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
納
付
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト
は
令
和
５
年

３
月
か
ら
開
設
さ
れ
、
操
作
説
明
動
画

や
問
合
せ
フ
ォ
ー
ム
、
よ
く
あ
る
質
問
な

ど
が
掲
載
さ
れ
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
地

方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
開
設
さ
れ
る
の
は
令
和
５
年
３
月
で

す
が
、
実
際
に
納
付
が
で
き
る
の
は

令
和
５
年
４
月
か
ら
で
す
。

　

地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト

　

https://w
w
w
.paym

ent.eltax.lta.
go.jp/

●
対
象
の
税
目

・
固
定
資
産
税

・
個
人
住
民
税（
村
県
民
税
）

・
軽
自
動
車
税
種
別
割

・
国
民
健
康
保
険
税

※
そ
の
他
の
税
・
料
は
対
象
外
で
す
。

　

ま
た
、
窓
口
で
納
付
が
で
き
る
金
融

機
関
も
拡
大
し
、
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
に
対

応
し
た
金
融
機
関
で
あ
れ
ば
、
こ
れ

ま
で
決
め
ら
れ
て
い
た
金
融
機
関
以

外
の
窓
口
で
も
納
付
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

※
現
在
、
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
で
、

ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
を
用
い
た
納
付
を
希
望

の
方
は
、
口
座
振
替
の
廃
止
が
必
要

で
す
。
登
録
し
て
い
る
口
座
の
金
融

機
関
へ
、
廃
止
の
届
出
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
の
譲
渡
・
廃
車
・

住
所
変
更
な
ど
の
手
続
き
は

お
早
め
に

軽
自
動
車
税
種
別
割
は
、
毎
年
４
月

１
日
現
在
の
所
有
者（
売
主
が
所
有
権

を
保
留
し
て
い
る
場
合
は
、
買
主
で
あ

る
使
用
者
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。　

所
有
し
て
い
る
軽
自
動
車
等
を
売
却

し
た
と
き
や
住
所
な
ど
を
変
更
し
た
と

き
は
、
必
ず
役
場
・
運
輸
支
局
・
軽
自

動
車
協
会
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。こ

の
手
続
き
を
行
わ
な
い
と
、
い
つ

ま
で
も
課
税
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま

た
、
納
税
通
知
書
が
現
所
有
者
へ
届
か

な
い
原
因
と
な
り
ま
す
。

手
続
き
を
販
売
店
等
に
依
頼
さ
れ
る

場
合
、
４
月
１
日
ま
で
に
確
実
に
手
続

き
し
て
も
ら
う
よ
う
に
確
認
を
し
て
く

だ
さ
い
。
手
続
き
の
遅
れ
に
よ
り
税
額

が
発
生
し
た
場
合
で
も
、
課
税
を
取
り

消
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
毎

年
３
月
は
、
申
告
が
集
中
す
る
た
め
、

窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
３
月
中
旬

ま
で
な
ど
、
な
る
べ
く
早
く
手
続
き
を

済
ま
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。軽

自
動
車
税
種
別
割
は
自
動
車
税
種

別
割
と
異
な
り
月
割
制
度
が
あ
り
ま
せ

ん
。
よ
っ
て
、
４
月
２
日
以
降
に
譲

渡
・
廃
車
な
ど
の
手
続
き
を
し
て
所
有

者
で
な
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
年

度
の
軽
自
動
車
税
種
別
割
は
全
額
課
税

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
口
座
振
替
を
ご
契
約
の
場
合
、

特
定
の
車
両
分
の
み
口
座
振
替
を
停
止

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
１
年
分
の

み
軽
自
動
車
税
種
別
割
を
現
金
払
い
に

し
た
い
場
合
は
、
そ
の
年
の
３
月
末
以

前
に
、
口
座
を
廃
止
す
る
旨
の
振
替
依

頼
書
を
金
融
機
関
へ
提
出
し
て
い
た
だ

き
、
４
月
以
降
に
口
座
振
替
依
頼
書
を

再
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
口
頭

で
の
ご
依
頼
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

軽
自
動
車
税
全
般
に
つ
い
て

　

総
務
部
税
務
課

　

二
輪
以
外
の
申
告
に
つ
い
て

　

軽
自
動
車
検
査
協
会

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

https://w
w
w
.keikenkyo.or.jp/

軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス

テ
ム（
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
）が
始
ま

り
ま
し
た

令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ

（
ジ
ェ
ン
ク
ス
）が
始
ま
り
、
納
税
証
明

書
の
提
示
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

（
二
輪
は
対
象
外
で
す
）し
か
し
、
車
検

直
前
で
納
付
し
た
場
合
は
、
納
税
証
明

書
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に
つ
い
て
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活気・魅力・人づくりの村

　

課
税
台
帳
登
録
事
項
証
明
書
の
内
容

に
加
え
て
、
評
価
額
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

③
価
格
通
知
書（
登
記
用
）

　

記
載
内
容
は
評
価
額
証
明
書
と
同
じ

で
す
が
、
使
用
目
的
が
登
記
に
限
ら

れ
ま
す
。

④
公
課
証
明
書

　

評
価
額
証
明
書
の
内
容
に
加
え
て
、

税
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
．納
税
証
明
書

各
税
目
の
年
税
額
、
納
付
済
税
額
、

未
納
税
額
を
記
載
し
ま
す
。
ま
だ
納

期
が
来
て
い
な
い
税
金
に
つ
い
て
は
、

「
納
期
未
到
来
」と
表
示
し
ま
す
。

ま
た
、
車
検
の
際
に
必
要
な
軽
自
動

車
税
種
別
割
の
継
続
検
査
用
納
税
証
明

書
は
、
過
去
も
含
め
て
未
納
が
な
い
場

合
の
み
発
行
で
き
ま
す
。

●�

本
人
確
認
・
委
任
確
認
の
方
法
に
つ
い
て

証
明
書
申
請
時
の「
本
人
確
認
」に
お

い
て
運
転
免
許
証
等
の
官
公
署
が
発
行

し
た
書
類（
顔
写
真
付
き
）が
必
要
と
な

り
ま
す
。
委
任
確
認
で
は
、
委
任
状
が

必
要
で
す
。
軽
自
動
車
税
の
継
続
検
査

用
納
税
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
委
任
状

ま
た
は
車
検
証（
コ
ピ
ー
可
）の
提
示
が

必
要
で
す
。

●
手
数
料

１
通
２
０
０
円
で
す
。
た
だ
し
、
証

明
書
に
よ
っ
て
は
手
数
料
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
窓
口
ま
た
は
お
電
話
に
て
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

●
郵
送
で
の
申
請

郵
送
で
も
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
次
の
書
類
を
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

・
申
請
書（
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
暮
ら
し
→
税
金
→
税
金
に
関
す
る

主
な
証
明
」よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
）

・
申
請
者
の
身
分
証
明
書
の
コ
ピ
ー

・
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
の
封
筒

・
定
額
小
為
替（
郵
便
局
で
購
入
で
き

ま
す
）

※
原
則
、
郵
送
で
の
請
求
は
納
税
義
務

者
本
人
の
み
で
き
ま
す
。
返
送
先
も

納
税
義
務
者
本
人
の
住
所
へ
返
送
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課

　
税
の
納
付
は
期
限
内
に

住
民
の
皆
さ
ま
に
納
め
て
い
た
だ
く

税
は
、
ま
ち
づ
く
り
や
住
民
の
皆
さ
ま

の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す
。

大
部
分
の
方
は
期
限
内
に
納
付
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
納
付
い
た
だ
け
て
い
な

い
方
も
お
ら
れ
ま
す
。

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ
な
い

場
合
は
、
本
来
の
税
額
の
ほ
か
に
、
延

滞
金
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

●
滞
納
の
場
合　

何
も
連
絡
が
な
く
滞
納
が
続
い
た
場

合
、
納
期
限
ま
で
に
納
税
さ
れ
た
方
と

の
公
平
を
保
つ
た
め
、
次
の
手
順
に

よ
っ
て
滞
納
処
分
の
手
続
き
を
行
い
、

税
に
充
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
督
促
状
を
送
付

②
電
話
や
文
書
に
て
納
税
を
催
告
、
税

を
徴
収

③
財
産
調
査
を
実
施
し
、
預
金
・
給
与
・

不
動
産
な
ど
の
財
産
の
差
し
押
さ
え

を
実
施

④
差
し
押
さ
え
た
不
動
産
等
の
公
売
を

行
い
滞
納
し
て
い
る
税
に
充
当

●
納
税
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す

病
気
や
仕
事
の
問
題
な
ど
に
よ
っ
て

納
期
ま
で
に
納
付
が
難
し
い
と
い
う
方

は
、
納
税
に
関
す
る
相
談
を
随
時
お
受

け
し
て
い
ま
す
。
お
早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課　

地
方
税
共
同
機
構

�https://w
w
w
.lta.go.jp/jidousya/

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書
に
つ
い
て

総
務
部
税
務
課

税
務
課
窓
口
で
発
行
で
き
る

主
な
証
明
書
に
つ
い
て

税
務
課
の
窓
口
で
発
行
で
き
る
主
な

証
明
書
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

１
．所
得
等
証
明
書

新
年
度
の
証
明
書
は
毎
年
６
月
１
日

か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
。

①
所
得
証
明
書

　

前
年
の
１
月
１
日
～
12
月
31
日
ま
で

の
１
年
間
の
所
得
金
額
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

②
課
税
・
非
課
税
証
明
書

　

所
得
証
明
の
内
容
に
加
え
て
、
村
県

民
税
の
年
税
額
や
扶
養
控
除
、
医
療

費
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
額
も
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

２
．固
定
資
産
証
明
書

新
年
度
の
証
明
書
は
毎
年
４
月
１
日

か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
。

①
課
税
台
帳
登
録
事
項
証
明
書

　

１
月
１
日
現
在
に
所
有
し
て
い
る
土

地
・
家
屋
の
所
在
地
、
地
目
、
地
積

（
床
面
積
）等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
評
価
額
証
明
書


